


別表

加算額

釧路港への入港又は同港からの出港
31,967 1,190

釧路港内における転びょう
31,967 1,190

苫小牧港（第４区を除く。）への入港又は
同港（第４区を除く。）からの出港 30,645 1,212

苫小牧港第４区への入港又は同港第４区か
らの出港 32,545 1,284

苫小牧港内における転びょう（苫小牧港第
１区、第２区又は第３区と同港第４区との
間におけるものを除く。）

28,745 1,140

苫小牧港第１区、第２区又は第３区と同港
第４区との間における転びょう 46,045 1,788

室蘭港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７１
円の料率によっ
て計算した額

室蘭港への入港又は同港からの出港
32,805 1,282

室蘭港内における転びょう
29,005 1,140

函館港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

え
い
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る
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０
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か
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す
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場
合
の
欄
に
掲
げ
る
額
の
１
０
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分
の
１
５
０
　

苫
小
牧
水
先
区

室
蘭
水
先
区

水先の距離１海里（１
海里に満たないものは
１海里とする。以下同
じ。）ごとに１，９１
０円の料率によって計
算した額に１，１２３
円を加えた額

函
館
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

 
多
層
甲
板
船
の
場
合

総トン数が千トン以下
であり、かつ、喫水が
３メートル以下である
場合

総トン数が千トンを超
え、又は喫水が３メート
ルを超える場合

基本額

釧
路
水
先
区

総トン
数千ト
ン（千
トンに
満たな
いもの
は千ト
ンとす
る。）
を増す
ごとに
加算額
を、喫
水３０
センチ
メート
ル（３
０セン
チメー
トルに
満たな
いもの
は３０
センチ
メート
ルとす
る。）
を増す
ごとに
加算額
をそれ
ぞれ基
本額に
加えた
額

基
本
額
又
は
総
ト
ン
数
が
千
ト
ン
を
超
え
、
又
は
喫
水
が
３
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
の
欄
に
掲
　

水
先
区
の
名
称

水先をする船舶の運航区分

水先料の額（単位　円）

日出から日没までの間において水先をする場合  
日
没
か
ら
日
出
ま
で
の
間
に
お
い
て
水
先
を
す
る
場
合

えい航される船舶以外の船舶の場合  
え
い
航
さ
れ
る
船
舶
の
場
合

船舶のトン数の測度に関する法律（昭和５５年法
律第４０号）第５条第３項に規定する二層以上の
甲板を備える船舶であって国土交通省令で定める
もの（以下「多層甲板船」という。）以外の船舶
の場合



函館港への入港又は同港からの出港
34,123 1,228

函館港内における転びょう
33,123 1,190

小樽港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

小樽港内における転びょう
33,123 1,190

留萌港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

留萌港内における転びょう
33,123 1,190

八戸港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７２
円の料率によっ
て計算した額

八戸港への入港又は同港からの出港
32,700 1,212

八戸港内における転びょう（八戸港第１区
又は第２区と同港第３区との間におけるも
のを除く。）

30,800 1,140

八戸港第１区又は第２区と同港第３区との
間における転びょう 32,700 1,212

釜石港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

釜石港内における転びょう
33,123 1,190

石巻港の境界付近と仙台塩釜港の境界付近
との間の航行 16,000 648

前欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海
里ごとに、７２
円の料率によっ
て計算した額

石巻港への入港又は同港からの出港
31,100 1,212

石巻港内における転びょう
29,200 1,140

仙台塩釜港塩釜区への入港又は同港塩釜区
からの出港 37,800 1,464

仙台塩釜港仙台区への入港又は同港仙台区
からの出港 39,800 1,536

仙台塩釜港内における転びょう（同港塩釜
区と同港仙台区との間におけるものを除
く。）

29,200 1,140

仙台塩釜港塩釜区と同港仙台区との間にお
ける転びょう 44,600 1,716

　
額

　
に
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額

区

小
樽
水
先
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留
萌
水
先
区

八
戸
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に１，９２０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

　
げ
る
額
（
以
下
「
基
本
料
の
額
」
と
い
う
。
）
の
１
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０
分
の
１
０
０
に
相
当
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額
の
範
囲
内
で
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算
額
に
加
算
割
増
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
本
額
又
は
基
本
料
の
額
　

水先の距離１海里ごと
に１，９３０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

釜
石
水
先
区

仙
台
湾
水
先
区



秋田船川港への入港又は同港からの出港

36,123 1,303

秋田船川港内における転びょう

33,123 1,190

酒田港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

酒田港内における転びょう
33,123 1,190

小名浜港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

小名浜港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

小名浜港内における転びょう
33,123 1,190

鹿島港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７１
円の料率によっ
て計算した額

鹿島港への入港又は同港からの出港
36,914 1,430

鹿島港内における転びょう
28,414 1,110

① 48,655

② 11,166

① 56,878

② 19,390

① 59,620

② 22,131

① 63,212

② 25,723

① 47,804

② 10,315

① 64,157

② 26,668

① 67,466

② 29,977

① 64,724

② 27,235

東
京
湾
水
先
区

京浜港東京区の境界付近と千葉港の境界付
近との間の航行

木更津港内における転びょう
1,070

千葉港の境界付近と木更津港の境界付近と
の間の航行 1,054

木更津港への入港又は同港からの出港
1,172

京浜港川崎区又は同港横浜区の境界付近と
千葉港の境界付近との間の航行 1,020

京浜港川崎区又は同港横浜区の境界付近と
木更津港の境界付近との間の航行 442

京浜港川崎区又は同港横浜区の境界付近と
同港東京区の境界付近との間の航行 884

秋
田
船
川
水
先
区

酒
田
水
先
区

小
名
浜
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

鹿
島
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に１，８８０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

　
に
加
え
た
額

476

京浜港東京区の境界付近と木更津港の境界
付近との間の航行 782



① 64,724

② 27,235

① 41,781

② 32,327

① 38,076

② 28,622

① 34,472

② 26,991

① 48,119

② 40,638

① 48,119

② 40,638

京浜港川崎区第１区若しくは同港横浜区第
４区への入港（同港川崎区第２区から、又
は同港横浜区の第４区以外の各区から転
びょうのため同港川崎区第１区又は同港横
浜区第４区へ入る場合を含む。）又は同港
川崎区第１区若しくは同港横浜区第４区か
らの出港（同港川崎区第２区へ、又は同港
横浜区の第４区以外の各区へ転びょうのた
め同港川崎区第１区若しくは同港横浜区第
４区から出る場合を含む。）

京浜港東京区への入港又は同港東京区から
の出港

1,540

京浜港川崎区第２区若しくは同港横浜区
（第４区及び第５区を除く。）への入港
（同港川崎区第１区又は同港横浜区第４区
若しくは第５区から転びょうのため同港川
崎区第２区又は同港横浜区（第４区及び第
５区を除く。）へ入る場合を含む。）又は
同港川崎区第２区若しくは同港横浜区（第
４区及び第５区を除く。）からの出港（同
港川崎区第１区又は同港横浜区第４区若し
くは第５区へ転びょうのため同港川崎区第
２区又は同港横浜区（第４区及び第５区を
除く。）から出る場合を含む。）（同港横
浜区第３区（瑞穂町北東端から９３度に引
いた線、大黒橋及び陸岸により囲まれた水
域（以下この項において「北西水域」とい
う。）に限る。）への入港（同港川崎区第
１区又は同港横浜区第４区若しくは第５区
から転びょうのため同港横浜区第３区（北
西水域に限る。）へ入る場合を含む。）又
は同港横浜区第３区（北西水域に限る。）
からの出港（同港川崎区第１区又は同港横
浜区第４区若しくは第５区へ転びょうのた
め同港横浜区第３区（北西水域に限る。）
から出る場合を含む。）を除く。）

1,030

京浜港横浜区第３区（北西水域に限る。）
への入港（同港川崎区第１区又は同港横浜
区第４区若しくは第５区から転びょうのた
め同港横浜区第３区（北西水域に限る。）
へ入る場合を含む。）又は同港横浜区第３
区（北西水域に限る。）からの出港（同港
川崎区第１区又は同港横浜区第４区若しく
は第５区へ転びょうのため同港横浜区第３
区（北西水域に限る。）から出る場合を含
む。）

1,540

1,230

京浜港東京区内における転びょう
1,090

京浜港横浜区第５区（横浜金沢木材ふ頭東
防波堤灯台（北緯３５度２２分４３秒東経
１３９度３９分３０秒）から９５度４０分
３千メートルの地点から２７１度４０分に
金沢木材ふ頭東（外）防波堤まで引いた線
以南の水域に限る。以下「小柴埼水域」と
いう。）のシーバースへの着船又は同港横
浜区第５区（小柴埼水域に限る。）のシー
バースからの発船

1,070



① 40,008

② 32,527

① 34,472

② 26,991

① 34,472

② 26,991

① 45,543

② 38,062

① 40,008

② 32,527

① 34,472

② 26,991

① 39,721

② 32,240

① 36,190

② 28,709

① 34,472

② 26,991

① 84,953

② 47,464

① 66,804

② 29,315

① 89,490

② 52,001

① 57,730

② 20,241

東京湾入口と千葉港の境界付近との間の航
行

千葉港千葉区第４区への入港又は同港千葉
区第４区からの出港

京浜港川崎区第１区及び同港横浜区第４区
内における転びょう（同港横浜区第３区
（北西水域に限る。）に係る同港川崎区第
２区及び同港横浜区（第４区及び第５区を
除く。）内における転びょうを含む。）

2,006

東京湾入口と横須賀港の境界付近との間の
航行 816

東京湾入口と京浜港東京区の境界付近との
間の航行 1,836

東京湾入口と京浜港川崎区又は同港横浜区
の境界付近との間の航行 1,156

1,095

千葉港内における転びょう
1,030

京浜港横浜区第５区（南本牧ふ頭付近の水
域に限る。）内における転びょう 1,030

千葉港（千葉区第４区を除く。）への入港
又は同港（千葉区第４区を除く。）からの
出港

1,225

1,442

京浜港横浜区第５区（南本牧ふ頭付近の水
域及び小柴埼水域を除く。）に係る同港横
浜区第５区（小柴埼水域を除く。）内にお
ける転びょう

1,236

京浜港横浜区第５区（南本牧ふ頭付近の水
域に限る。）への入港（同港川崎区、同港
横浜区の第５区以外の各区又は小柴埼水域
から転びょうのため同港横浜区第５区（南
本牧ふ頭付近の水域に限る。）へ入る場合
を含む。）又は同港横浜区第５区（南本牧
ふ頭付近の水域に限る。）からの出港（同
港川崎区、同港横浜区の第５区以外の各区
又は小柴埼水域へ転びょうのため同港横浜
区第５区（南本牧ふ頭付近の水域に限
る。）から出る場合を含む。）

1,030

京浜港川崎区第２区及び同港横浜区（第３
区（北西水域に限る。）及び第４区を除
く。）内における転びょう（同港横浜区第
５区に係るものを除く。）

1,030

京浜港横浜区第５区（南本牧ふ頭付近の水
域及び小柴埼水域を除く。）への入港（同
港川崎区、同港横浜区の第５区以外の各区
又は小柴埼水域から転びょうのため同港横
浜区第５区（南本牧ふ頭付近の水域及び小
柴埼水域を除く。）へ入る場合を含む。）
又は同港横浜区第５区（南本牧ふ頭付近の
水域及び小柴埼水域を除く。）からの出港
（同港川崎区、同港横浜区の第５区以外の
各区又は小柴埼水域へ転びょうのため同港
横浜区第５区（南本牧ふ頭付近の水域及び
小柴埼水域を除く。）から出る場合を含
む。）

1,236



① 65,953

② 28,464

① 76,824

② 39,335

① 72,286

② 34,798

① 52,342

② 14,853

① 80,416

② 42,927

① 53,192

② 15,703
水先区内の前各欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海

里ごとに、６８
円の料率によっ
て計算した額

① 64,724

② 27,235

① 64,724

② 27,235
新潟港（西区を除く。）への入港（検疫区
域付近の水域から同港東区へ入る場合を除
く。）又は同港（西区を除く。）からの出
港

32,262 1,212

新潟港東区への入港（検疫区域付近の水域
から同港東区へ入る場合に限る。） 51,562 1,932

新潟港西区への入港又は同港西区からの出
港 32,262 1,212

新潟港内における転びょう（同港東区と同
港西区との間におけるものを除く。） 30,362 1,140

新潟港東区と同港西区との間における転
びょう 53,562 2,004

水先区内の港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

水先区内の各港（伏木富山港富山区、同港
新湊区及び同港伏木区を除く。）への入港
又は水先区内の各港（伏木富山港富山区、
同港新湊区及び同港伏木区を除く。）から
の出港

32,692 1,190

伏木富山港富山区への入港又は同港富山区
からの出港 33,692 1,228

伏木富山港新湊区への入港又は同港新湊区
からの出港 39,692 1,453

伏木富山港伏木区への入港又は同港伏木区
からの出港 35,692 1,303

新
潟
水
先
区

伏
木
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

水先の距離１海里ごと
に１，８１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

横須賀港への入港又は同港からの出港

横須賀港の境界付近と京浜港東京区の境界
付近との間の航行

1,070

横須賀港内における転びょう
1,070

横須賀港の境界付近と千葉港の境界付近と
の間の航行 1,666

横須賀港の境界付近と木更津港の境界付近
との間の航行 646

1,360

横須賀港の境界付近と京浜港川崎区又は同
港横浜区の境界付近との間の航行 612

東京湾入口から木更津港の境界付近への航
行 1,122

木更津港の境界付近から東京湾入口への航
行 1,530



水先区内の各港内における転びょう（伏木
富山港富山区と同港新湊区又は同港伏木区
との間におけるもの及び同港新湊区と同港
伏木区との間におけるものを除く。）

32,692 1,190

伏木富山港富山区と同港新湊区又は同港伏
木区との間における転びょう 76,792 2,830

伏木富山港新湊区と同港伏木区との間にお
ける転びょう 70,692 2,605

七尾港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

七尾港への入港又は同港からの出港
38,154 1,415

七尾港内における転びょう
32,154 1,190

田子の浦港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

田子の浦港内における転びょう
33,123 1,190

清水港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７２
円の料率によっ
て計算した額

清水港への入港又は同港からの出港
29,496 1,176

清水港内における転びょう
28,496 1,140

① 102,151

② 57,808

① 94,236

② 49,893

① 88,070

② 43,727

① 81,076

② 36,733

① 110,064

② 65,721

① 102,151

② 57,808

① 81,076

② 36,733

名古屋港又は四日市港の境界付近と衣浦港
の境界付近との間の航行 2,277

三河港の境界付近と衣浦港の境界付近との
間の航行 1,485

1,749

伊勢湾入口と衣浦港の境界付近との間の航
行 1,485

名古屋港又は四日市港の境界付近と三河港
の境界付近との間の航行 2,574

清
水
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に１，９２０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

伊
勢
三
河
湾
水
先
区

伊勢湾入口と名古屋港又は四日市港の境界
付近との間の航行 2,277

伊勢湾入口と津港の境界付近との間の航行
1,980

伊勢湾入口と三河港の境界付近との間の航
行

七
尾
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に２，０００円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

田
子
の
浦
水
先
区



① 69,389

② 25,046

① 74,634

② 30,291

① 72,058

② 27,714

① 69,389

② 25,046

① 83,469

② 39,126

① 69,389

② 25,046

① 12,970

② 3,611
水先区内の前各欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海

里ごとに、６８
円の料率によっ
て計算した額

① 37,290

② 27,931

① 47,265

② 37,906

① 40,900

② 31,541

① 39,095

② 29,736

① 37,290

② 27,931

水先の距離１海里ごと
に１，８１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

四日市港第３区への入港（シーバースへの
着船を除く。）又は同港第３区からの出港
（シーバースからの発船を除く。）

1,128

水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面に限る。）の各港内における転びょう

1,060

名古屋港（第５区及び第６区を除く。）へ
の入港又は同港（第５区及び第６区を除
く。）からの出港

1,434

名古屋港第５区若しくは第６区への入港又
は同港第５区若しくは第６区からの出港 1,196

名古屋港の境界付近と四日市港の境界付近
との間の航行 170

水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面に限る。）の各港（名古屋港及び四日
市港第３区を除く。）への入港若しくは四
日市港第３区内のシーバースへの着船又は
水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面に限る。）の各港（名古屋港及び四日
市港第３区を除く。）からの出港若しくは
四日市港第３区内のシーバースからの発船

1,060

水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面を除く。）の港外のシーバースへの着
船又は水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯
台から神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲
まれた海面を除く。）の港外のシーバース
からの発船

1,040

衣浦港への入港又は同港からの出港
1,139

水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面を除く。）の各港（三河港を除く。）
内における転びょう

1,040

三河港内における転びょう
1,568

水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面を除く。）の各港（三河港及び衣浦港
を除く。）への入港又は水先区内（愛知県
師崎港南防波堤灯台から神前灯台まで引い
た線及び陸岸に囲まれた海面を除く。）の
各港（三河港及び衣浦港を除く。）からの
出港

1,040

三河港への入港又は同港からの出港
1,238



① 37,290

② 27,931

尾鷲港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

尾鷲港への入港又は同港からの出港
33,123 1,190

尾鷲港内における転びょう
33,123 1,190

舞鶴港への入港又は同港からの出港
39,123 1,415

舞鶴港内における転びょう（同港第１区と
同港第２区との間におけるものを除く。） 33,123 1,190

舞鶴港第１区と同港第２区との間における
転びょう 39,123 1,415

和歌山下津港（和歌山区及び海南区を除
く。）への入港又は同港（海南区を除
く。）からの出港

29,869 1,140

和歌山下津港和歌山区への入港（検疫区域
付近の水域から同港和歌山区へ入る場合を
除く。）

29,869 1,140

和歌山下津港和歌山区北区への入港（検疫
区域付近の水域から同港和歌山区北区へ入
る場合に限る。）

43,469 1,644

和歌山下津港和歌山区（北区を除く。）へ
の入港（検疫区域付近の水域から同港和歌
山区（北区を除く。）へ入る場合に限
る。）

37,669 1,428

和歌山下津港海南区への入港又は同港海南
区からの出港 35,669 1,356

和歌山下津港内における転びょう（同港和
歌山区北区と同港和歌山区（北区を除
く。）又は海南区との間、同港和歌山区
（北区を除く。）と同港下津区との間及び
同港下津区と同港海南区との間におけるも
のを除く。）

29,869 1,140

和歌山下津港和歌山区北区と同港和歌山区
（北区を除く。）との間における転びょう 33,769 1,284

和歌山下津港和歌山区北区と同港海南区と
の間における転びょう 44,469 1,680

和歌山下津港和歌山区（北区を除く。）と
同港下津区との間における転びょう 39,569 1,500

和歌山下津港下津区と同港海南区との間に
おける転びょう 38,569 1,464

① 89,638

② 45,365

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

大
阪
湾

友ヶ島沖と和田岬沖との間の航行
1,809

水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯台から
神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲まれた
海面に限る。）の港外のシーバースへの着
船又は水先区内（愛知県師崎港南防波堤灯
台から神前灯台まで引いた線及び陸岸に囲
まれた海面に限る。）の港外のシーバース
からの発船

1,060

尾
鷲
水
先
区

舞
鶴
水
先
区

和
歌
山
下
津
水
先
区



① 96,782

② 52,509

① 102,140

② 57,867

① 96,782

② 52,509

① 94,996

② 50,723

① 63,788

② 19,515

① 69,898

② 25,625

① 71,684

② 27,411

① 69,898

② 25,625

① 78,828

② 34,555

① 17,110

② 8,686
水先区内の前各欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海

里ごとに、６８
円の料率によっ
て計算した額

① 38,542

② 30,118

① 42,114

② 33,690

① 35,816

② 27,392

① 36,756

② 28,332

① 54,710

② 46,286

① 38,542

② 30,118

① 42,960

② 34,536

水先の距離１海里ごと
に、１，８００円の料
率によって計算した額
に１，１２３円を加え
た額

阪神港神戸区第１区と同港神戸区第６区と
の間における転びょう 1,322

阪神港神戸区第１区と同港神戸区第２区又
は第３区との間における転びょう 1,764

阪神港神戸区第１区と同港神戸区第４区又
は第５区との間における転びょう 1,152

阪神港神戸区第２区（南西水域に限る。）
への入港又は同港神戸区第２区（南西水域
に限る。）からの出港

1,050

阪神港神戸区第４区若しくは第５区への入
港又は同港神戸区第４区若しくは第５区か
らの出港

1,084

阪神港神戸区第１区への入港又は同港神戸
区第１区からの出港 1,152

阪神港神戸区第２区（第６防波堤、同防波
堤東端から１６４度に第６区境界線まで引
いた線、同地点からポートアイランド第２
期埋立地南東端まで引いた線及び陸岸によ
り囲まれた水域（以下この項において「南
西水域」という。）を除く。）、第３区若
しくは第６区への入港又は同港神戸区第２
区（南西水域を除く。）、第３区若しくは
第６区からの出港

1,288

1,395

阪神港神戸区の境界付近と同港大阪区の境
界付近との間の航行 374

阪南港への入港又は同港からの出港
1,127

水先区内の各港内における転びょう（阪神
港及び阪南港第１区と同港第３区との間に
おけるものを除く。）

1,060

水
先
区

友ヶ島沖と阪神港神戸区の境界付近との間
の航行 2,077

友ヶ島沖と阪神港大阪区の境界付近との間
の航行 2,278

和田岬沖と阪南港の境界付近との間の航行
838

水先区内の各港（阪神港及び阪南港を除
く。）への入港又は水先区内の各港（阪神
港及び阪南港を除く。）からの出港 1,060

友ヶ島沖と阪神港堺泉北区の境界付近との
間の航行 2,077

友ヶ島沖と阪南港の境界付近との間の航行
2,010

阪南港第１区と同港第３区との間における
転びょう



① 51,044

② 42,620

① 45,686

② 37,262

① 42,114

② 33,690

① 36,756

② 28,332

① 38,542

② 30,118

① 35,816

② 27,392

① 37,602

② 29,178

① 35,816

② 27,392

① 42,114

② 33,690

① 39,388

② 30,964

① 59,128

② 50,704

① 41,174

② 32,750

① 35,816

② 27,392

① 44,840

② 36,416

① 50,104

② 41,680

① 35,816

② 27,392

阪神港大阪区第１区、第２区又は第３区
（それぞれ河川及び運河水面を除く。）内
における転びょう

1,050

阪神港大阪区第１区、第２区又は第３区
（それぞれ河川及び運河水面を除く。）と
同港大阪区第４区、第５区又は第６区（そ
れぞれ河川及び運河水面を除く。）との間
における転びょう

1,390

阪神港大阪区第１区、第２区又は第３区
（それぞれ河川及び運河水面を除く。）と
同港大阪区の河川又は運河水面との間にお
ける転びょう

1,575

阪神港堺泉北区（第６区及び第７区（コス
モ石油原油桟橋付近の水域を除く。）を除
く。）への入港又は同港堺泉北区（第６区
及び第７区（コスモ石油原油桟橋付近の水
域を除く。）を除く。）からの出港

1,254

阪神港堺泉北区第６区若しくは第７区（コ
スモ石油原油桟橋付近の水域を除く。）へ
の入港又は同港堺泉北区第６区若しくは第
７区（コスモ石油原油桟橋付近の水域を除
く。）からの出港

1,050

阪神港大阪区第４区、第５区若しくは第６
区（それぞれ河川及び運河水面を除く。）
への入港又は同港大阪区第４区、第５区若
しくは第６区（それぞれ河川及び運河水面
を除く。）からの出港

1,186

阪神港大阪区の河川若しくは運河水面への
入港又は同港大阪区の河川若しくは運河水
面からの出港

1,915

阪神港尼崎西宮芦屋区内における転びょう
1,050

阪神港大阪区第１区、第２区若しくは第３
区（それぞれ河川及び運河水面を除く。）
への入港又は同港大阪区第１区、第２区若
しくは第３区（それぞれ河川及び運河水面
を除く。）からの出港

1,288

阪神港神戸区第１区から第６区それぞれの
同一区内における転びょう 1,050

阪神港尼崎西宮芦屋区への入港又は同港尼
崎西宮芦屋区からの出港 1,118

阪神港神戸区第４区と同港神戸区第５区と
の間における転びょう 1,084

阪神港神戸区第４区又は第５区と同港神戸
区第６区との間における転びょう 1,152

阪神港神戸区第２区又は第３区と同港神戸
区第４区又は第５区との間における転びょ
う

1,424

阪神港神戸区第２区又は第３区と同港神戸
区第６区との間における転びょう 1,288

阪神港神戸区第２区と同港神戸区第３区と
の間における転びょう 1,628



① 60,914

② 52,490

① 42,114

② 33,690

① 50,104

② 41,680

① 35,816

② 27,392

① 40,328

② 31,904
和田岬沖と部埼沖との間の航行

279,640 10,475

部埼沖と関埼沖との間の航行
103,852 4,115

和田岬沖と東播磨港の境界付近との間の航
行 47,272 2,013

和田岬沖と姫路港の境界付近との間の航行
54,528 2,288

和田岬沖と相生港の境界付近との間の航行
66,708 2,745

和田岬沖と宇野港の境界付近との間の航行
101,606 4,035

和田岬沖と坂出港の境界付近との間の航行
97,719 3,895

和田岬沖と水島港の境界付近との間の航行
106,011 4,195

和田岬沖と福山港の境界付近との間の航行
130,371 5,075

和田岬沖と三島川之江港の境界付近との間
の航行 138,664 5,375

和田岬沖と土生港の境界付近との間の航行
139,787 5,415

和田岬沖と新居浜港の境界付近との間の航
行 142,551 5,515

和田岬沖と尾道糸崎港（第５区及び第６区
を除く。）の境界付近との間の航行 144,192 5,575

和田岬沖と尾道糸崎港（第５区及び第６区
に限る。）の境界付近との間の航行 151,967 5,855

和田岬沖と今治港の境界付近との間の航行
151,363 5,835

和田岬沖と広島港の境界付近との間の航行
212,176 8,035

阪神港堺泉北区（第６区及び第７区（コス
モ石油原油桟橋付近の水域を除く。）を除
く。）内における転びょう

1,050

阪神港堺泉北区第６区又は第７区（コスモ
石油原油桟橋付近の水域を除く。）内にお
ける転びょう

1,220

阪神港大阪区第４区、第５区又は第６区
（それぞれ河川及び運河水面を除く。）内
における転びょう

1,288

阪神港大阪区の河川又は運河水面に係る同
港大阪区内における転びょう 1,575

内
海
水
先
区

阪神港大阪区第４区、第５区又は第６区
（それぞれ河川及び運河水面を除く。）と
同港大阪区の河川又は運河水面との間にお
ける転びょう

1,983



和田岬沖と呉港の境界付近との間の航行
221,073 8,355

和田岬沖と徳山下松港の境界付近との間の
航行 246,987 9,295

部埼沖と徳山下松港の境界付近との間の航
行 61,784 2,562

部埼沖と広島港の境界付近との間の航行
154,731 5,955

部埼沖と呉港の境界付近との間の航行
163,543 6,275

部埼沖と尾道糸崎港（第５区及び第６区を
除く。）の境界付近との間の航行 176,845 6,755

部埼沖と尾道糸崎港（第５区及び第６区に
限る。）の境界付近との間の航行 161,296 6,195

部埼沖と福山港の境界付近との間の航行
182,373 6,955

部埼沖と水島港の境界付近との間の航行
203,883 7,735

部埼沖と姫路港の境界付近との間の航行
265,300 9,955

関埼沖と大分港の境界付近との間の航行
24,640 1,159

関埼沖と徳山下松港の境界付近との間の航
行 73,100 2,989

関埼沖と松山港の境界付近との間の航行
87,266 3,515

関埼沖と宇部港の境界付近との間の航行
94,955 3,795

関埼沖と苅田港の境界付近との間の航行
99,446 3,955

関埼沖と岩国港の境界付近との間の航行
113,786 4,475

関埼沖と広島港の境界付近との間の航行
124,843 4,875

関埼沖と呉港の境界付近との間の航行
132,618 5,155

関埼沖と新居浜港の境界付近との間の航行
134,777 5,235

関埼沖と尾道糸崎港（第５区及び第６区を
除く。）の境界付近との間の航行 144,192 5,575

関埼沖と尾道糸崎港（第５区及び第６区に
限る。）の境界付近との間の航行 129,249 5,035



関埼沖と福山港の境界付近との間の航行
151,363 5,835

関埼沖と水島港の境界付近との間の航行
171,317 6,555

水先区内の前各欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海
里ごとに、５５
海里までの部分
については６１
円の料率、５５
海里を超える部
分については４
０円の料率に
よって計算した
額

水先区内の各港（東播磨港、宇野港、水島
港、福山港、広島港、徳山下松港、苅田
港、宇部港及び大分港を除く。）への入港
又は水先区内の各港（東播磨港、宇野港、
水島港、福山港、広島港、徳山下松港、宇
部港、苅田港及び大分港を除く。）からの
出港

19,803 950

東播磨港への入港又は同港からの出港
21,444 1,011

宇野港への入港又は同港からの出港
22,221 1,042

水島港、広島港若しくは徳山下松港への入
港又は水島港、広島港若しくは徳山下松港
からの出港

24,640 1,133

福山港若しくは大分港への入港又は福山港
若しくは大分港からの出港 26,281 1,194

宇部港への入港又は同港からの出港
22,999 1,072

苅田港への入港又は同港からの出港
25,417 1,164

水先区内の各港内における転びょう
19,803 950

水先区内の港外のシーバースへの着船又は
水先区内の港外のシーバースからの発船 19,803 950

境港第１区若しくは第２区への入港又は同
港第１区若しくは第２区からの出港 32,514 1,190

境港第３区への入港又は同港第３区からの
出港 40,514 1,490

境港内における転びょう（同港第２区と同
港第３区との間におけるものを除く。） 32,514 1,190

境港第２区と同港第３区との間における転
びょう 39,514 1,453

部埼沖と六連島沖との間の航行
46,643 1,832

水先の距離１海里ごと
に、５５海里までの部
分については１，６２
０円の料率、５５海里
を超える部分について
は１，１００円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

境
水
先
区

関
門
水
先



水先区内の前欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海
里ごとに、９９
円の料率によっ
て計算した額

部埼沖から関門港長府区若しくは田の浦区
への入港又は同港長府区若しくは田の浦区
から部埼沖への出港

44,793 1,746

部埼沖から関門港下関区（下関漁港の海域
（漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３
７号）第６条第４項の規定により農林水産
大臣が指定した下関漁港の区域内の海域を
いう。以下同じ。）を除く。）若しくは門
司区への入港又は同港下関区（下関漁港の
海域を除く。）若しくは門司区から部埼沖
への出港

55,431 2,142

部埼沖から関門港小倉区若しくは西山区へ
の入港又は同港小倉区若しくは西山区から
部埼沖への出港

67,365 2,588

部埼沖から関門港若松区第１区への入港又
は同港若松区第１区から部埼沖への出港 99,464 3,785

部埼沖から関門港若松区第２区への入港又
は同港若松区第２区から部埼沖への出港 95,487 3,636

部埼沖から関門港若松区第３区への入港又
は同港若松区第３区から部埼沖への出港 81,888 3,132

部埼沖から関門港若松区第４区への入港又
は同港若松区第４区から部埼沖への出港 77,911 2,984

部埼沖から関門港若松区第５区（新日本製
鉄戸畑ふ頭付近の水域を除く。）への入港
又は同港若松区第５区（新日本製鉄戸畑ふ
頭付近の水域を除く。）から部埼沖への出
港

75,228 2,885

部埼沖から関門港若松区第５区（新日本製
鉄戸畑ふ頭付近の水域に限る。）への入港
又は同港若松区第５区（新日本製鉄戸畑ふ
頭付近の水域に限る。）から部埼沖への出
港

76,708 2,939

部埼沖から関門港若松区第６区への入港又
は同港若松区第６区から部埼沖への出港 81,888 3,132

部埼沖から関門港下関区（下関漁港の海域
に限る。）若しくは六連島区への入港又は
同港下関区（下関漁港の海域に限る。）若
しくは六連島区から部埼沖への出港

80,593 3,083

六連島沖から関門港下関区（下関漁港の海
域に限る。）若しくは六連島区への入港又
は同港下関区（下関漁港の海域に限る。）
若しくは六連島区から六連島沖への出港

39,520 1,548

六連島沖から関門港若松区第１区への入港
又は同港若松区第１区から六連島沖への出
港

74,395 2,844

六連島沖から関門港若松区第２区への入港
又は同港若松区第２区から六連島沖への出
港

70,417 2,696

六連島沖から関門港若松区第３区への入港
又は同港若松区第３区から六連島沖への出
港

56,727 2,192

六連島沖から関門港若松区第４区への入港
又は同港若松区第４区から六連島沖への出
港

54,136 2,093

水先の距離１海里ごと
に２，６４０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

先
区



六連島沖から関門港若松区第５区（新日本
製鉄戸畑ふ頭付近の水域を除く。）への入
港又は同港若松区第５区（新日本製鉄戸畑
ふ頭付近の水域を除く。）から六連島沖へ
の出港

50,158 1,944

六連島沖から関門港若松区第５区（新日本
製鉄戸畑ふ頭付近の水域に限る。）への入
港又は同港若松区第５区（新日本製鉄戸畑
ふ頭付近の水域に限る。）から六連島沖へ
の出港

56,911 2,197

六連島沖から関門港若松区第６区への入港
又は同港若松区第６区から六連島沖への出
港

48,770 1,895

六連島沖から関門港小倉区若しくは西山区
への入港又は同港小倉区若しくは西山区か
ら六連島沖への出港

54,136 2,093

六連島沖から関門港下関区（下関漁港の海
域を除く。）若しくは門司区への入港又は
同港下関区（下関漁港の海域を除く。）若
しくは門司区から六連島沖への出港

61,999 2,390

六連島沖から関門港長府区若しくは田の浦
区への入港又は同港長府区若しくは田の浦
区から六連島沖への出港

72,637 2,786

関門港響新港区への入港又は同港響新港区
からの出港 30,177 1,205

関門港長府区又は田の浦区と同港下関区
（下関漁港の海域を除く。）又は門司区と
の間における転びょう

42,203 1,647

関門港長府区又は田の浦区と同港小倉区又
は西山区との間における転びょう 54,136 2,093

関門港長府区又は田の浦区と同港若松区第
５区との間における転びょう 67,457 2,593

関門港長府区又は田の浦区と同港若松区第
６区又は六連島区との間における転びょう 67,365 2,588

関門港長府区又は田の浦区と同港若松区第
１区、第２区、第３区又は第４区との間に
おける転びょう

80,963 3,092

関門港下関区（下関漁港の海域を除く。）
又は門司区と同港小倉区又は西山区との間
における転びょう

46,181 1,796

関門港下関区（下関漁港の海域を除く。）
又は門司区と同港若松区第５区との間にお
ける転びょう

59,594 2,296

関門港下関区（下関漁港の海域を除く。）
又は門司区と同港若松区第６区又は六連島
区との間における転びょう

55,431 2,142

関門港下関区（下関漁港の海域を除く。）
又は門司区と同港若松区第１区、第２区、
第３区又は第４区との間における転びょう

71,713 2,745

関門港小倉区又は西山区と同港若松区第５
区との間における転びょう 51,638 1,999

関門港小倉区又は西山区と同港若松区第６
区又は六連島区との間における転びょう 47,475 1,845

関門港小倉区又は西山区と同港若松区第１
区、第２区、第３区又は第４区との間にお
ける転びょう

67,734 2,597

関門港若松区第５区と同港若松区第６区又
は六連島区との間における転びょう 48,956 1,900



関門港若松区第１区、第２区、第３区又は
第４区と同港若松区第５区との間における
転びょう

58,484 2,250

関門港若松区第１区、第２区、第３区又は
第４区と同港若松区第６区又は六連島区と
の間における転びょう

65,144 2,498

関門港若松区第１区と同港若松区第２区と
の間又は同港若松区第１区若しくは第２区
と同港若松区第３区若しくは第４区との間
における転びょう

49,233 1,904

関門港長府区と同港田の浦区との間、同港
下関区（下関漁港の海域を除く。）と同港
門司区との間、同港小倉区と同港西山区と
の間、同港若松区第３区と同港若松区第４
区との間又は同港若松区第６区と同港六連
島区との間における転びょう

38,225 1,499

水先区内の同一区内における転びょう（関
門港若松区にあっては同港若松区の同一区
内におけるものに限り、同港響新港区内に
おけるものを除く。）

34,247 1,350

関門港響新港区内における転びょう
25,737 1,040

徳島小松島港小松島区への入港又は同港小
松島区からの出港 33,123 1,190

徳島小松島港小松島区内における転びょう
33,123 1,190

博多港への入港又は同港からの出港
34,666 1,320

博多港内における転びょう
29,866 1,140

佐世保港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７２
円の料率によっ
て計算した額

佐世保港第１区若しくは第２区への入港又
は同港第１区若しくは第２区からの出港 39,161 1,438

佐世保港第３区への入港又は同港第３区か
らの出港 37,161 1,366

佐世保港内における転びょう
31,361 1,150

長崎港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

長崎港への入港又は同港からの出港
39,123 1,415

長崎港内における転びょう
33,123 1,190

島原海湾入口と住ノ江港の境界付近との間
の航行 107,427 3,975

水先の距離１海里ごと
に１，９４０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

長
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水
先
区
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島原海湾入口と三池港の境界付近との間の
航行 81,327 3,000

島原海湾入口と三角港の境界付近との間の
航行 43,127 1,575

島原海湾入口と口之津港の境界付近との間
の航行 17,027 600

三池港の境界付近と住ノ江港の境界付近と
の間の航行 22,027 788

水先区内の前各欄に掲げる航行以外の航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

水先区内の各港（住ノ江港を除く。）への
入港又は水先区内の各港（住ノ江港を除
く。）からの出港

32,927 1,190

住ノ江港への入港又は同港からの出港
38,927 1,415

水先区内の各港内における転びょう
32,927 1,190

細島港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

細島港への入港又は同港からの出港
34,038 1,228

細島港内における転びょう
33,038 1,190

鹿児島港外における航行 水先の距離１海
里ごとに、７５
円の料率によっ
て計算した額

鹿児島港への入港又は同港からの出港
34,123 1,228

鹿児島港内における転びょう
33,123 1,190

那覇港への入港又は同港からの出港
34,123 1,228

那覇港内における転びょう
33,123 1,190

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

湾
水
先
区

細
島
水
先
区

鹿
児
島
水
先
区

那
覇
水
先
区

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額

水先の距離１海里ごと
に２，０１０円の料率
によって計算した額に
１，１２３円を加えた
額



備考
1

2

3 　加算割増率は、次の算式により算出する。
　Ｋ ＝ ｛（３．５/１，０００） × Ｌ³ － Ｔ × １．２｝ / １，０００
　Ｋは、加算割増率であって、負の値の場合は０とする。
　Ｌは、船舶の長さ（メートル）の値
　Ｔは、総トン数（千トン以下の場合は千トン）の値

4

　この表における喫水は、水先を始めた時から水先を終わる時までの間における最大のものとし、排水量
をもって大きさを表す船舶については、その排水トン数の５分の３に相当するトン数を当該船舶の総トン
数とみなす。

　この表における基本額の欄中、①の額と②の額がある場合、「①の額」は、総トン数１万トン以上の船
舶に、「②の額」は、総トン数１万トン未満の船舶に適用する。

　この表における水先料の額の欄中「日出から日没までの間において水先をする場合」及び「日没から日
出までの間において水先をする場合」の適用については、当該規定中「水先をする」を船舶に乗り込んだ
後、当該船舶を導くために必要な準備行為を開始した時点（以下「水先を始めた時」という。）から当該
船舶を導く行為を終了する時点（以下「水先を終わる時」という。）までの間の行為に限ることとして、
これを行うものとする。



附 則

この公示は、平成２９年４月１日以降に適用する水先料の上

限の設定又は変更の認可を申請する場合に適用する。


